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第２４号議案  

   藤枝市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 

 （平成12年法律第50号。以下「法」という。）第２条第１項及び第３項、第５条 

 第１項、第６条第２項、第９条、第１０条第１項及び第２項並びに第１２条第１ 

 項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるも 

 のとする。 

（職員の派遣） 

第２条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務に 

 その役職員として専ら従事させるため、職員（次項各号に掲げる職員を除く。） 

 を派遣することができる。 

 (1) 法第２条第１項第１号に規定する法人のうち規則で定めるもの 

 (2) 法第２条第１項第２号に規定する一般地方独立行政法人のうち規則で定める 

  もの 

 (3) 法第２条第１項第３号に規定する政令で定める法人のうち規則で定めるもの 

 (4) 法第２条第１項第４号に規定する団体 

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される常勤の 

  職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２８条の４第１項、第２８条の 

  ５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員 

  を除く。） 

 (2) 非常勤の職員 

 (3) 地方公務員法第２２条第１項に規定する条件付採用になっている職員（規則 

  で定める職員を除く。） 

 (4) 藤枝市職員の定年等に関する条例（昭和5 8年藤枝市条例第24号）第４条第１ 

  項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第２項の規定によ 

  り期限を延長することとされている職員 

 (5) 地方公務員法第２８条第２項各号若しくは藤枝市職員の分限に関する手続及 

  び効果に関する条例（昭和2 9年藤枝市条例第26号）第２条各号のいずれかに該 

  当して休職にされ、又は同法第２９条第１項各号のいずれかに該当して停職に 

  されている職員その他同法第３５条に規定する法律又は条例の特別の定めに基 
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  づき職務に専念する義務を免除されている職員 

３ 法第２条第３項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 第１項の規定による職員の派遣（以下「職員派遣」という。）に係る職員の 

  職員派遣を受ける団体（以下「派遣先団体」という。）における福利厚生に関 

  する事項 

 (2) 前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する 

  事項 

 （派遣職員の職務への復帰） 

第３条 法第５条第１項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

 (1) 職員派遣をされた職員（以下「派遣職員」という。）が派遣先団体の役職員 

  の地位を失った場合 

 (2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合 

 (3) 前条第１項の取決めに反することとなった場合 

 (4) 派遣職員が地方公務員法第２８条第１項第２号又は第３号に該当することと 

  なった場合 

 (5) 派遣職員が地方公務員法第２８条第２項各号のいずれかに該当することとな 

  った場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となっ 

  た場合 

 (6) 派遣職員が地方公務員法第２９条第１項第１号又は第３号に該当することと 

  なった場合 

 (7) 前各号に定めるもののほか、公務上の必要がある場合等任命権者が特に必要 

  と認める場合 

 （派遣職員の給与） 

第４条 派遣職員（企業職員（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年 

 法律第289号）第３条第４号に規定する職員をいう。以下同じ。）である派遣職員 

 を除く。第６条及び第７条において同じ。）のうち、法第６条第２項に規定する 

 業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、管理職手当、扶養手当、 

 地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ１００分の１００以内を 

 支給することができる。 

 （職務に復帰した職員に関する給与条例の特例） 

第５条 職員派遣後職務に復帰した職員（企業職員である職員を除く。第７条にお 

 いて同じ。）に関する藤枝市職員の給与に関する条例（昭和2 9年藤枝市条例第20 
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 号。以下「給与条例」という。）第１９条第１項の規定の適用については、派遣 

 先団体において就いていた業務（当該業務に係る労働者災害補償保険法（昭和22 

 年法律第50号）第７条第２項及び第３項に規定する通勤を含む。）を公務とみな 

 す。 

 （派遣職員の復帰時における処遇） 

第６条 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及 

 び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則 

 で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 （職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例） 

第７条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合（派遣職員がその職員派遣 

 の期間中に退職した場合を含む。）における藤枝市職員の退職手当に関する条例 

 （昭和29年藤枝市条例第50号。以下「退職手当条例」という。）の規定の適用に 

 ついては、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第４条 

 第２項、第５条第１項及び第６条の４第１項に規定する公務上の傷病又は死亡と、 

 当該業務に係る労働者災害補償保険法第７条第２項及び第３項に規定する通勤に 

 よる傷病は退職手当条例第４条第２項、第５条第２項及び第６条の４第１項に規 

 定する通勤による傷病とみなす。 

２ 派遣職員に関する退職手当条例第６条の４第１項及び第７条第４項の規定の適 

 用については、職員派遣の期間（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う 

 労働者の福祉に関する法律（平成3年法律第76号）に規定する育児休業の期間を除 

 く。）は退職手当条例第６条の４第１項に規定する現実に職務に従事することを 

 要しない期間には該当しないものとみなす。 

３ 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法（昭和40年法律第33号）第 

 ３０条第１項に規定する退職手当等（同法第３１条の規定により退職手当等とみ 

 なされるものを含む。）の支払を受けた場合には、適用しない。 

４ 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規 

 定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上

必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、その額を調整する

ことができる。 

 （企業職員である派遣職員の給与の種類） 

第８条 企業職員である派遣職員のうち、法第６条第２項に規定する業務に従事す 

 る者には、その職員派遣の期間中、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住 
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 居手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。 

 （報告） 

第９条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における 

 処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告し 

 なければならない。 

 （特定法人） 

第１０条 法第１０条第１項に規定する条例で定める株式会社（以下「特定法人」 

 という。）は、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他 

 公益の増進に寄与するとともに、市の事務又は事業と密接な関連を有するもので 

 あり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるも 

 のとして規則で定めるものとする。 

 （退職派遣ができない職員） 

第１１条 法第１０条第１項に規定する条例で定める職員は、第２条第２項各号に 

 掲げる職員とする。 

 （退職派遣者を職員として採用しなければならない場合） 

第１２条 法第１０条第１項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる 

 場合とする。 

 (1) 法第１０条第１項の要請に応じて退職し引き続き特定法人に在職する者（以 

  下「退職派遣者」という。）が特定法人の役職員の地位を失った場合 

 (2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在 

  職させることができないか又は適当でないと認められるとき。 

  ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しな 

   くなった場合 

  イ 法第１０条第１項の取決めに反することとなった場合 

  ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれ 

   に堪えない場合又は長期の休養を要する場合 

  エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合 

 (3) 公務上の必要その他特別の事情により退職派遣者を職員として採用すること 

  が必要と認められる場合 

 （退職派遣者を職員として採用しない場合） 

第１３条 法第１０条第１項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が 

 特定法人の業務に従事すべき期間に刑法（明治40年法律第45号）その他の法令の 
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 規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したも 

 のとみなしたならば地方公務員法第２９条第１項の規定による懲戒免職の処分を 

 行うことが適当と認められる場合とする。 

 （取決めにおいて定めなければならない事項） 

第１４条 法第１０条第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす 

 る。 

 (1) 法第１０条第１項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に 

  関する事項 

 (2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事 

  項 

 （採用された職員に関する給与条例の特例） 

第１５条 法第１０条第１項の規定により採用された職員（企業職員である職員を 

 除く。次条から第１８条までにおいて同じ。）に関する給与条例第１９条第１項 

 の規定の適用については、特定法人において就いていた業務（当該業務に係る労 

 働者災害補償保険法第７条第２項及び第３項に規定する通勤を含む。）を公務と 

 みなす。 

 （退職派遣者の採用時における処遇） 

第１６条 退職派遣者が法第１０条第１項の規定により職員として採用された場合 

 におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認め 

られる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことがで

きる。 

 （採用された職員に関する退職手当条例の特例） 

第１７条 法第１０条第１項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の 

 規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当 

 条例第４条第２項、第５条第１項及び第６条の４第１項に規定する公務上の傷病 

 又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第７条第２項及び第３項に規 

 定する通勤による傷病は退職手当条例第４条第２項、第５条第２項及び第６条の 

 ４第１項に規定する通勤による傷病とみなす。 

第１８条 職員が、法第１０条第１項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き 

 続いて特定法人（退職手当（これに相当する給与を含む。以下この項において同 

 じ。）に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給 

 されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員とし 
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 ての勤続期間を当該特定法人に使用される者（役員を含む。以下この項において 

 同じ。）としての勤続期間に通算することと定めているものに限る。）に使用さ 

 れる者（以下「特定法人役職員」という。）となるため退職し、かつ、引き続き 

 特定法人役職員として在職した後引き続いて法第１０条第１項の規定により職員 

 として採用された場合におけるその者の退職手当条例第７条第１項及び第２項の 

 規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後 

 の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間 

 とみなす。 

２ 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条 

 例第７条(第５項を除く。)の規定を準用して計算する。 

３ 法第１０条第１項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場 

 合においては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、 

 支給しない。 

 （報告） 

第１９条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人におけ 

 る処遇の状況等及び退職派遣者が法第１０条第１項の規定により職員として採用 

 された場合におけるその者の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。 

 （委任） 

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附  則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第２５号議案  

   藤枝市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 

 藤枝市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成28年藤枝市条例第8号）の一部を 

次のように改正する。 

 第４条第２号中「第１０４条第４項第２号」を「第１０４条第７項第２号」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の藤枝市職員の自己啓発等休業に関する条例第４条

第２号に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律（平成2 9年法律第4 1

号）による改正前の学校教育法（以下この条において「旧学校教育法」という。）

第１０４条第４項第２号の規定により、旧学校教育法第８３条に規定する大学（当

該大学に置かれる旧学校教育法第９１条に規定する専攻科及び旧学校教育法第９

７条に規定する大学院を含む。）の課程に相当する教育を行う課程として認めら

れていた課程を含むものとする。 
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第２６号議案  

   消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整理に関する条例   

 （藤枝市駐車場条例の一部改正） 

第１条 藤枝市駐車場条例（昭和5 3年藤枝市条例第18号）の一部を次のように改正 

 する。 

  第４条の表を次のように改める。 

区分 金額 

普通駐車料金 1時間までごとに 100円

1日に10時間を超える場合 1,030円

回数駐車料金 100円券13片つづり 1,030円

定期駐車料金 1か月 6,230円

 （藤枝市文化センター条例の一部改正） 

第２条 藤枝市文化センター条例（昭和51年藤枝市条例第4 8号）の一部を次のよう 

 に改正する。 

  別表 (1)の部（備考を除く。）を次のように改める。 

 (1) 会議室等 

      時間 

区分 

9時～

12時 

13時～

17時 

9時～17

時 

18時～21

時30分 

1 3 時 ～ 2 1

時30分 

9 時 ～ 2 1

時30分 

ホール 1階 円 円 円 円 円 円 

2,990 3,630 5,990 5,990 9,000 12,000 

小ホール 1階 1,160 1,380 2,230 2,230 3,310 4,490 

第1会議室 3階 1,160 1,380 2,230 2,230 3,310 4,490 

第2会議室 3階 1,160 1,380 2,230 2,230 3,310 4,490 

第3会議室 3階 730 850 1,490 1,490 2,230 2,990 

第4会議室 3階 730 850 1,490 1,490 2,230 2,990 

第5会議室 3階 730 850 1,490 1,490 2,230 2,990 

 （藤枝市民ホール条例の一部改正） 

第３条 藤枝市民ホール条例（平成20年藤枝市条例第4 5号）の一部を次のように改 

 正する。 

 別表１の部（備考を除く。）を次のように改める。 
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１ 大ホール 

単位 円 

区分＼時間 9時～12

時 

13時～17

時 

9時～17

時 

18時～21

時30分 

13時～21

時30分 

9時 ～ 2 1

時30分 

平日 ⑴ 7,350 10,510 15,770 14,720 23,130 29,440 

⑵ 12,610 17,880 29,440 24,180 39,970 51,550 

⑶ 17,880 26,290 44,180 36,810 58,900 73,640 

土曜日 ⑴ 7,350 14,720 21,020 15,770 28,390 35,770 

⑵ 12,610 23,130 33,660 29,440 48,390 59,960 

⑶ 17,880 33,660 51,550 44,180 72,580 87,320 

日曜祝日 ⑴ 8,400 14,720 22,080 15,770 28,390 37,860 

⑵ 15,770 24,180 39,970 31,560 51,550 66,280 

⑶ 25,230 37,860 62,060 51,550 84,160 103,110 

暖房料 5,090 7,130 12,230 7,130 11,210 17,330 

冷房料 7,130 9,170 16,310 9,170 16,310 22,420 

  別表２の部舞台の項中「1,030」を「 1,040」に、「1,870」を「 1,880」に、 

「1,550」を「1,560」に、「2,590」を「2,610」に、「3,430」を「3,460」に改める。 

  別表３の部（備考を除く。）を次のように改める。 

３ 多目的ホール 

単位 円 

9時～12時 13時～17時 9時～17時 18時～ 21時
30分 

13時～ 21時
30分 

9時 ～ 2 1時
30分 

4,310 6,820 11,130 7,870 14,720 19,030 

 （藤枝市地区交流センター条例の一部改正） 

第４条 藤枝市地区交流センター条例（平成29年藤枝市条例第 8 号）の一部を次の 

 ように改正する。 

  別表（備考を除く。）を次のように改める。 

 別表（第６条関係） 

  使用時間 
区分 

9時～12
時 

13時～17
時 

9時～17
時 

18時～22
時 

13時～22
時 

9時～22
時 

集会室 円 
840 

円 
940 

円 
1,580 

円 
1,580 

円 
2,330 

円 
3,180 

学習室 310 420 630 630 1,050 1,260 

料理実習室 840 940 1,580 1,580 2,330 3,180 
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 （藤枝市民グラウンド条例の一部改正） 

第５条 藤枝市民グラウンド条例(昭和4 2年藤枝市条例第 9 号)の一部を次のように 

 改正する。 

  別表 (1)の部(備考を除く。)を次のように改める。 

 (1) 野球場使用料 

使用時間区分

使用区分 

午前8時から

午前12時ま

で 

午後1時から

午後6時まで 

午後6時から

午後9時まで 

2時間以内

（午後6時か

ら午後9時ま

でを除く。） 

入場料

の類を

徴収し

ない場

合 

アマチュア

スポーツ、

レクリェー

ションに使

用する場合 

一般、学

生 

円

1,100

円 

1,750 

円

7,130

円 

530 

児童、生

徒 

530 870   260 

その他の場合 7,130 11,000 2,730 

入場料の類を徴収する場合 28,600 

  別表 (2)の部(備考を除く。)を次のように改める。 

 (2) サッカー場使用料 

使用時間区分

使用区分 

午前8時から午前

12時まで 

午後1時から午後

6時まで 

2時間以内 

入場料

の類を

徴収し

ない場

合 

アマチュア

スポーツ、

レクリェー

ションに使

用する場合 

一般、学

生 

円

2,200

円 

3,610 

円

1,410

児童、生

徒 

1,100 1,750 700

その他の場合 11,000 17,600 4,400

入場料の類を徴収する場合 57,220 

  別表 (3)の部中「1,540 円」を「1,560 円」に改める。 

 （藤枝市民体育館条例の一部改正） 

第６条 藤枝市民体育館条例(昭和4 8年藤枝市条例第37号)の一部を次のように改正 

 する。 
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  別表 (1)の部(備考を除く。)を次のように改める。 

 (1) 競技場等 

使用時間

使用区分 

9時～12

時 

13時～

17時 

9時～17

時 

18時～21

時 

13時～21

時 

9時～21

時 

競

技

場 

入場料

の類を

徴収し

ない場

合 

アマチュ

アスポー

ツ、レクリ

ェーショ

ンに使用

する場合 

一般、

学生 

円

2,200

円

3,300

円

5,500

円 

5,500 

円

8,570

円

10,770

児童、

生徒 

1,100 1,750 2,730 2,730 4,270 5,370

その他の場合 14,300 21,430 35,730 35,730 57,200 71,500

入場料

の類を

徴収す

る場合 

アマチュ

アスポー

ツ、レクリ

ェーショ

ンに使用

する場合 

一般、

学生 

8,570 12,860 21,430 21,430 34,310 42,900

児童、

生徒 

4,270 6,470 10,770 10,770 17,150 21,430

その他の場合 42,900 64,330 107,230 107,230 171,600 214,500

会議室 430 650 1,080 1,080 1,730 2,160

トレーニング室 1 人 1 回につき 100 円 

  別表 (2)の部(備考を除く。)を次のように改める。 

 (2) 卓球場（団体使用） 

使用時間

使用区分 

9時～12

時 

13時～

17時 

9時～17

時 

18時～21

時 

13時～21

時 

9時～21

時 

アマチュアスポーツ、

レクリェーションに

使用する場合 

一般、

学生 

円

970

円

1,410

円

2,410

円 

2,410 

円

3,830

円

4,830

児童、

生徒 

430 700 1,100 1,100 1,860 2,300

その他の場合 7,130 10,000 17,150 17,150 27,160 34,310

  別表 (4)の部放送設備の項中「690」を「700」に改める。 

 （学校施設等の利用に関する条例の一部改正） 



12 

 

第７条 学校施設等の利用に関する条例（昭和5 1年藤枝市条例第 2 号）の一部を次 

 のように改正する。 

  別表中「1,070 円」を「1,080 円」に、「4,200 円」を「4,270 円」に改める。 

 （藤枝市民プール条例の一部改正） 

第８条 藤枝市民プール条例(昭和5 4年藤枝市条例第14号)の一部を次のように改正 

 する。 

  別表第２中「3,180 円」を「3,230 円」に、「1,020 円」を「1,030 円」に改める。 

  別表第３を次のように改める。 

 別表第３（第７条関係） 

 (1) 藤枝市民大洲温水プール 

区分 金額 

プール 当日券 

（一人1回につき） 

大人 18歳以上 360 円

小人 18歳未満3歳以上 150 円

3歳未満 無料

回数券 

（12片つづり） 

大人 18歳以上 3,660 円

小人 18歳未満3歳以上 1,560 円

3歳未満 無料

 (2) 藤枝市民大洲温水プール会議室等 

時間

区分 

9時～12

時 

13時～17

時 

9時～17

時 

18時～21

時 

13時～21

時 

9時～21

時 

第1会議室 円

430

円 

530 

円

970

円

870

円

1,410

円

1,750

第2会議室 870 1,100 1,970 1,750 2,850 3,510

第3会議室 870 1,100 1,970 1,750 2,850 3,510

トレーニング室 一人1回100円 

回数券（12片つづり）1,030円 

 （藤枝勤労者体育館条例の一部改正） 

第９条 藤枝勤労者体育館条例(昭和54年藤枝市条例第3 7号)の一部を次のように改 

 正する。 

  別表 (1)の部(備考を除く。)を次のように改める。 

 (1) 勤労者体育館使用料 
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使用時間

使用区分 

午前9時

から午前

12時まで 

午後1時

から午後

5時まで 

午前9時

から午後

5時まで 

午後6時

から午後

9時まで 

午後1時

から午後

9時まで 

午前9時

から午後

9時まで 

体育室 円

2,200

円

3,300

円

5,500

円

5,500

円

8,570

円

10,770

第一会議室 760 870 1,410 1,410 2,200 2,850

第二会議室 760 870 1,410 1,410 2,200 2,850

大会議室 1,100 1,310 2,200 2,200 3,170 4,270

和室 760 870 1,410 1,410 2,200 2,850

卓球場 1 人 1 回 100 円 

更衣ロッカー 1 回 20 円 

  別表 (2)の部放送設備の項中「690」を「700」に改める。 

 （藤枝市武道館条例の一部改正） 

第１０条 藤枝市武道館条例(昭和5 9年藤枝市条例第33号)の一部を次のように改正 

 する。 

  別表(備考を除く。)を次のように改める。 

 別表（第８条関係） 

使用時間

使用区分 

午前9時

から午前

12時まで 

午後1時

から午後

5時まで 

午前9時

から午後

5時まで 

午後6時

から午後

9時まで 

午後1時

から午後

9時まで 

午前9時

から午後

9時まで 

第1

道場

第2

道場 

専用

使用 

一般、学生 円

2,200

円

3,300

円 

5,500 

円

3,830

円

7,130

円

9,330

児童、生徒 1,100 1,630 2,730 1,860 3,510 4,610

個人

使用 

一般、学生 100 150   210   

児童、生徒 50 70   100   

第1会議室 1,310 1,750 3,070 2,630 4,400 5,710

第2会議室 430 650 1,080 1,080 1,740 2,170

 （藤枝市民テニス場条例の一部改正） 

第１１条 藤枝市民テニス場条例(昭和6 0年藤枝市条例第32号)の一部を次のように 

 改正する。 

  別表 (1)の部(備考を除く。)を次のように改める。 
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 (1) コート 

使用時間

 

使用区分 

午前8時

から午

前10時

まで 

午前10

時から

午前12

時まで 

午後0時

から午

後2時ま

で 

午後2時

から午

後4時ま

で 

午後4時

から午

後6時ま

で 

午後6時

から午

後7時30

分まで 

午後7

時30分

から午

後9時

まで 

テニスコー

ト（1面につ

き） 

専用

使用 

一般、

学生 

円

1,100

円

1,100

円

1,100

円

1,100

円

1,100

円

1,410

円

1,410

児童、

生徒 

530 530 530 530 530 700 700

壁打ちコー

ト 

個人

使用 

午前8時から午後6時まで 午後6時から午後9時まで 

一般、

学生 

1 時間につき 100 円 1 時間につき 150 円 

児童、

生徒 

1 時間につき 50 円 1 時間につき 70 円 

  別表 (2)の部(備考を除く。)を次のように改める。 

 (2) 会議室 

会

議

室 

午前8時から

午前12時ま

で 

午後1時から

午後6時まで 

午前8時から

午後6時まで 

午後6時から

午後9時まで 

午後1時から

午後9時まで 

午前8時から

午後9時まで 

870 円 1,100 円 1,970 円 1,970 円 3,070 円 3,940 円

 （藤枝市民岡部テニス場条例の一部改正） 

第１２条 藤枝市民岡部テニス場条例(平成20年藤枝市条例第5 6号)の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  別表中「1,080 円」を「1,100 円」に改める。 

 （藤枝市民岡部体育館条例の一部改正） 

第１３条 藤枝市民岡部体育館条例（平成2 2年藤枝市条例第10号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  別表 (1)の部(備考を除く。)を次のように改める。 

 (1) 体育館使用料 
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使用時間

使用区分 

9時～12

時 

13時～17

時 

9時～17

時 

18時～21

時 

13時～21

時 

9時～21

時 

入場

料の

類を

徴収

しな

い場

合 

アマチュ

アスポー

ツ、レク

リェーシ

ョンに使

用する場

合 

一般、学

生 

円 

1,100 

円

1,630

円

2,730

円

2,730

円

4,270

円

5,370

児童、生

徒 

530 810 1,360 1,360 2,120 2,680

その他の場合 7,130 10,710 17,860 17,860 28,600 35,730

入場

料の

類を

徴収

する

場合 

アマチュ

アスポー

ツ、レク

リェーシ

ョンに使

用する場

合 

一般、学

生 

4,270 6,420 10,710 10,710 17,150 21,430

児童、生

徒 

2,120 3,200 5,340 5,340 8,570 10,710

その他の場合 21,430 32,160 53,610 53,610 85,800 107,230

  別表 (2)の部放送設備の項中「680」を「690」に改める。 

 （藤枝市岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設条例の一部改正） 

第１４条 藤枝市岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設条例（平成2 0年藤枝市条例第44 

 号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第１０条、第１９条関係） 

区分 使用料 

土蔵ギャラリー 3,210円（１日につき） 

 （藤枝市民会館条例の一部改正） 

第１５条 藤枝市民会館条例（昭和44年藤枝市条例第1 2号）の一部を次のように改 

 正する。 

  別表 (1)の部（備考を除く。）を次のように改める。 

 (1) ホ ー ル  
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時間 
区分 

9 時～
12 時 

13 時 ～ 1 7
時 

9 時～17
時 

18 時～22
時 

13 時～22
時 

9 時～22
時 

平日 

Ａ 
円 

9,840 
円 

13,130 
円 

22,970 
円 

17,740 
円 

30,870 
円 

40,710 

Ｂ 14,780 19,710 34,490 26,610 46,320 61,100 

Ｃ 19,700 26,280 45,980 35,480 61,760 81,460 

Ｄ 29,560 39,430 68,990 53,230 92,660 122,220 

土曜 

日曜 

祝日 

Ａ 12,310 16,420 28,730 22,180 38,600 50,910 

Ｂ 18,470 24,650 43,120 33,270 57,920 76,390 

Ｃ 24,630 32,860 57,490 44,370 77,230 101,860 

Ｄ 36,950 49,300 86,250 66,560 115,860 152,810 

暖房料 5,740 7,660 13,400 10,340 18,000 23,740 

冷房料 8,100 10,800 18,900 14,570 25,370 33,470 

  別表 (2)の部（備考を除く。）を次のように改める。 

 (2) リ ハ ー サ ル 室 等  

時間 

区分 

9 時～ 

12 時 

1 3 時 ～ 

17 時 

9 時～ 

17 時 

1 8 時 ～ 

22 時 

1 3 時 ～ 

22 時 

9 時～ 

22 時 

リハーサル室 １階 円 
550 

円 
740 

円 
1,290 

円 
990 

円 
1,730 

円 
2,280 

第１楽屋 １階 430 650 1,080 870 1,520 1,950 

第２楽屋 １階 530 970 1,500 1,310 2,280 2,810 

第３楽屋 １階 430 650 1,080 870 1,520 1,950 

会議室１ ２階 660 880 1,540 1,200 2,080 2,740 

会議室２ ２階 570 770 1,340 1,030 1,800 2,370 

会議室３ ２階 660 880 1,540 1,200 2,080 2,740 

ロビー １階 3,120 4,170 7,290 5,630 9,800 12,920 

舞台 
練 習 の み に 使 用
する場合 

650 880 1,530 1,190 2,070 2,720 

ホ ー ル 使 用 者 が
準 備 及 び 練 習 に
使用する場合 

ホール利用料金の 30 パーセントに相当する額 

 （藤枝市郷土博物館条例の一部改正） 

第１６条 藤枝市郷土博物館条例（昭和62年藤枝市条例第1 1号）の一部を次のよう 
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 に改正する。 

  別表第２施設使用料の部特別展示室の項中「5,050 円」を「5,080 円」に改める。 

 （藤枝市文学館条例の一部改正） 

第１７条 藤枝市文学館条例（平成19年藤枝市条例第1 0号）の一部を次のように改 

 正する。 

  別表第１特別展の項中「1,510 円」を「1,520 円」に改める。 

  別表第２ (1)講座学習室等の部講座学習室の項中「1,510円」を「1,520円」に、 

 「2,020円」を「2,030円」に、「3,530円」を「3,550円」に改め、同部展示室 (1) 

 の項中「7,070円」を「7,120円」に改め、同部展示室 (2)の項中「6,060円」を「6,100

円」に改める。 

 （国史跡志太郡衙資料館条例の一部改正） 

第１８条 国史跡志太郡衙資料館条例（平成19年藤枝市条例第1 4号）の一部を次の 

 ように改正する。 

  別表学習室の項中「1,510 円」を「1,520 円」に、「2,020 円」を「2,040 円」 

 に、「3,530 円」を「3,560 円」に改める。 

 （藤枝市勤労青少年ホーム条例の一部改正） 

第１９条 藤枝市勤労青少年ホーム条例（昭和5 5年藤枝市条例第29号）の一部を次 

 のように改正する。 

  別表（備考を除く。）を次のように改める。 

 別表(第１０条関係) 

  青少年ホーム使用料 

利用時間 

 

利用区分 

午前９時

から午前

1 2 時 ま

で 

午後１時

から午後

５時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

調理講習室 円 
1,810 

円 
2,240 

円 
3,640 

円 
3,640 

円 
4,930 

円 
6,750 

第１集会室 630 850 1,060 1,060 1,710 2,140 

第２集会室 630 850 1,060 1,060 1,710 2,140 

茶室 630 850 1,060 1,060 1,710 2,140 

作法室 630 850 1,060 1,060 1,710 2,140 

音楽室 630 850 1,060 1,060 1,710 2,140 

体育室 1,060 1,390 2,140 2,140 4,180 4,930 
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 （藤枝市生涯学習センター条例の一部改正） 

第２０条 藤枝市生涯学習センター条例（平成 8 年藤枝市条例第19号）の一部を次 

 のように改正する。 

  別表 (1)の部（備考を除く。）を次のように改める。 

 (1) 会議室等使用料 

時間 

区分 

９ 時 ～

12 時 

13 時～

17 時 

９時～

17 時 

18 時～ 21

時 30 分 

13 時～ 21

時 30 分 

９ 時 ～ 21

時 30 分 

第１会議室 
円 

1,720 
円 

2,140 
円 

3,860 
円 

3,440 
円 

5,590 
円 

6,980 

第２会議室 860 1,070 1,930 1,720 2,790 3,440 

第３会議室 730 960 1,720 1,600 2,580 3,220 

第４会議室 730 960 1,720 1,600 2,580 3,220 

第５会議室 860 1,070 1,930 1,720 2,790 3,440 

視聴覚室 860 1,070 1,930 1,720 2,790 3,440 

工芸室 1,720 2,140 3,860 3,440 5,590 6,980 

ホール 3,000 3,650 6,020 6,020 9,030 12,050 

展示ロビー 860 1,070 1,930 1,720 2,790 3,440 

調理室 1,820 2,240 3,650 3,650 4,950 6,770 

和室 860 1,170 2,030 2,030 3,220 4,300 

 （藤枝市福祉センター条例の一部改正） 

第２１条 藤枝市福祉センター条例（平成2 0年藤枝市条例第58号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条関係） 

時間

区分 

9時～12時 13時～17

時 

9時～17時 18時～21

時 

13時～21

時 

9時～21時 

高草の間 
円

1,310
円

1,750
円

3,060
円

1,750
円

3,500
円

4,810

調理室 1,750 1,960 3,270 2,460 4,250 5,880

第1会議室 430 580 1,010 580 1,160 1,590

第2会議室 430 580 1,010 580 1,160 1,590

健康運動室 1 人 1 回につき 100 円   

回数券（12 片つづり）1,030 円 
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 （藤枝市れんげじスマイルホール条例の一部改正） 

第２２条 藤枝市れんげじスマイルホール条例（平成2 8年藤枝市条例第 1８号）の一 

 部を次のように改正する。 

  別表第２及び別表第３（（注）を除く。）を次のように改める。 

 別表第２（第１１条関係） 

区分 単位 使用料  

第6条第1項第

1号又は第2号

の行為をする

場合 

(1) 物品の販売、募金その

他これに類する営業行為 

1平方メートル1日  円

30

(2) 広告物の掲示又は表示 1平方メートル1日  

1,520

別表第３（第１１条関係） 

使用時間区分

 

区分 

午前9時

から午前

12時まで 

午後1時

から午後

5時まで 

午後6時

から午後

9時30分

まで 

午前9時

から午後

5時まで 

午後1時

から午後

9時30分

まで 

午前9時

から午後

9時30分

まで 

第6条

第1項

第3号

の行為

をする

場合 

一般 円

640

円

850

円 

740 

円

1,490

円

1,590

円

2,230

生徒・児

童・幼児 

310 420 360 730 780 1,120

空調設備 1,080 1,440 1,260 2,520 2,700 3,780

 （藤枝市立総合病院使用料及び手数料条例の一部改正） 

第２３条 藤枝市立総合病院使用料及び手数料条例（平成2 3年藤枝市条例第25号） 

 の一部を次のように改正する。 

  別表文書料の項中「5,400円」を「5,500円」に、「4,320円」を「4,400円」に 

 改め、同表面談料の項中「5,400円」を「5,500円」に改め、同表セカンドオピニ 

 オン外来面談料の項中「10,800円」を「11,000円」に、「5,400円」を「5,500円」 

 に改め、同表死体検案料の項中「5,400円」を「5,500円」に改め、同表死体処置 

 料の項中「10,800円」を「11,000円」に改め、同表寝具使用料の項中「216円」 

 を「220円」に改め、同表自動車使用料の項中「324円」を「330円」に、「540円」 

 を「 550円」に改め、同表特室使用料の項中「 21,600円」を「 22,000円」に、 
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 「10,800円」を「11,000円」に改め、同表個室使用料の項中「5,400円」を「5,500 

 円」に、「4,320円」を「4,400円」に、「3,240円」を「3,300円」に改め、同表２ 

 人室使用料の項中「1,620円」を「1,650円」に改め、同表健康保険を適用されな 

 い自費診療料の項中「1.62」を「1.65」に改め、同表産婦人科に係る自費診療料 

 の項中「31,320円」を「31,900円」に、「756円」を「770円」に改め、同表体外衝 

 撃波疼痛治療料の項中「30,000円」を「30,550円」に、「15,000円」を「15,270 

 円」に改め、同表特別初診料特別再診料の項中「5,400円」を「5,500円」に、「2,700 

 円」を「2,750円」に改め、同表時間外診療予約料の項中「1,080円」を「1,100 

 円」に改め、同表病衣使用料の項中「75円60銭」を「77円」に改める。 

 （藤枝市産学官連携推進センター条例の一部改正） 

第２４条 藤枝市産学官連携推進センター条例（平成2 9年藤枝市条例第23号）の一 

 部を次のように改正する。 

  別表活動交流スペースの項中「15 円」を「15 円 27 銭」に改め、同表セミナー 

 ルームの項中「2,550 円」を「2,596 円」に改める。 

 （藤枝市岡部農村集会場条例の一部改正） 

第２５条 藤枝市岡部農村集会場条例（平成20年藤枝市条例第4 9号）の一部を次の 

 ように改正する。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第１２条関係） 

区分 半日 夜間 全日 

1室当たり 2,610円 5,230円 10,450円 

 （藤枝市農業担い手センター条例の一部改正） 

第２６条 藤枝市農業担い手センター条例（平成20年藤枝市条例第51号）の一部を 

 次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第６条関係） 

区分

名称 

午前8時30分から

午後1時まで又は

午後1時から午後

5時まで 

午前8時30分から

午後5時まで 

午後5時から午後

9時まで 

午前8時30分から

午後9時まで 

二階研修室 810円 1,630円 1,630円  3,300円

一階和室 530円 1,100円 1,100円  2,200円
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 （藤枝市勤労者福祉センター条例の一部改正） 

第２７条 藤枝市勤労者福祉センター条例(昭和61年藤枝市条例第1 7号)の一部を次 

 のように改正する。 

  別表 (1)の部(備考を除く。)を次のように改める。 

 (1) 体育室等 

使用時間

 

使用区分 

午前9時か

ら午前12

時まで 

午後1時か

ら午後5時

まで 

午前9時か

ら午後5時

まで 

午後6時か

ら午後9時

まで 

午後1時か

ら午後9時

まで 

午前9時か

ら午後9時

まで 

体育室 

円

870

円

1,100

円

1,970

円 

1,100 

円

2,200

円

3,070

職業・技能講習室 650 870 1,530 870 1,750 2,410

研修室 全室 1,310 1,750 3,070 1,750 3,510 4,830

1 530 760 1,310 760 1,530 2,070

2 760 970 1,750 970 1,970 2,730

教育文

化室 

（和

室） 

全室 970 1,310 2,300 1,310 2,630 3,610

1 430 530 970 530 1,100 1,530

2 530 760 1,310 760 1,530 2,070

会議室1 970 1,310 2,300 1,310 2,630 3,610

会議室2 310 430 760 430 870 1,200

トレー

ニング

室 

当日券 1人1回 100円 

回数券 12片つづり 1,030円  

  別表 (2)の部中「1,080」を「1,100」に改める。 

 （藤枝市瀬戸谷温泉施設条例の一部改正） 

第２８条 藤枝市瀬戸谷温泉施設条例(平成15年藤枝市条例第1 3号)の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  別表第２個室使用料の部個室 (10 畳 )の項中「 3,080 円」を「 3,130 円」に、 

 「1,020 円」を「1,030 円」に改める。 

 （藤枝市岡部玉露の里条例の一部改正） 

第２９条 藤枝市岡部玉露の里条例(平成20年藤枝市条例第46号)の一部を次のよう 

 に改正する。 
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  別表 (2)の部(備考を除く。)を次のように改める。 

 (2) 瓢月亭を専用使用する場合 

時間

区分 

10時～12時 13時～17時 10時～17時 18時～21時 13時～21時 

和室1 平日 3,230 円 6,480 円 8,680 円 9,630 円 16,130 円

土曜日 

日曜日 

祝日 

3,870 円 7,750 円 10,470 円 11,620 円 19,370 円

和室2 平日 2,930 円 5,860 円 7,850 円 8,680 円 14,550 円

土曜日 

日曜日 

祝日 

3,550 円 7,110 円 9,420 円 10,470 円 17,480 円

小間 平日 3,550 円 7,110 円 9,630 円 10,680 円 17,800 円

土曜日 

日曜日 

祝日 

4,280 円 8,580 円 11,510 円 12,880 円 21,360 円

和室1 

2 

小間 

平日 8,680 円 17,380 円 23,560 円 13,610 円 31,000 円

土曜日 

日曜日 

祝日 

10,470 円 20,950 円 28,280 円 16,330 円 37,280 円

 （藤枝市農山村地域活性化施設条例の一部改正） 

第３０条 藤枝市農山村地域活性化施設条例（平成２年藤枝市条例第1 7号）の一部 

 を次のように改正する。 

  別表１の部 (1)の款実習室（農産加工体験室）の項及びふれあいイベントホール 

 の項を次のように改める。 

実習室（農産加工体験室） 840 940 1,580 1,580 2,320 3,180

ふれあいイベントホール 2,970 3,600 5,940 5,940 8,910 11,880

  別表２の部（備考を除く。）を次のように改める。 

 ２ 大久保グラススキー場使用料 

使用区分 数量 時間 個人 団体 

（1人につき） 

グラススキー使用料 1式 1時間 1,040円 840円
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2時間 1,580円 1,270円

4時間 2,650円 2,110円

マウンテンボード使用料 〃 1時間 1,040円 840円

2時間 1,580円 1,270円

4時間 2,650円 2,110円

グラススクーター使用料 1台 30分 520円

ストライダー使用料 〃 〃 520円

ポッカール使用料 〃 〃 520円

ソリ使用料 〃 〃 520円

リフト使用料 2回券 100円 12回券 520円 

  別表３の部中「830 円」を「840 円」に、「1,030 円」を「1,040 円」に改める。 

  別表４の部を次のように改める。 

 ４ 大久保キャンプ場使用料 

使用区分 数量 時間 使用料 

テントサイト使用料 1区画 14時～翌日12時 1,830円

オートキャンプサイト使用料 〃 〃 3,560円

テント使用料 1張り 〃 520円

Aコテージ使用料 1部屋 14時～翌日10時 12,220円

Bコテージ使用料 〃 〃 16,290円

  別表５の部 (1)の款（備考を除く。）を次のように改める。 

 (1) 射場使用料（１人につき） 

使用時間

使用区分 

9時～12時 13時～17

時 

9時～17時 18時～21

時 

13時～21

時 

9時～21時 

50メ

ート

ル射

場 

生徒・学生 円 

640 

円

860

円 

1,500 

円

640

円

1,500

円

2,140

一般 1,290 1,730 3,020 1,290 3,020 4,310

10メ

ート

ル射

場（紙

標的）

生徒・学生 150 210 360 150 360 530

一般 310 420 730 310 730 1,080
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10メ

ート

ル射

場（電

子標

的） 

生徒・学生 350 470 820 350 820 1,170

一般 700 950 1,650 700 1,650 2,350

ビー

ムラ

イフ

ル 

児童・生

徒・学生 

210 270 480 210 480 690

一般 420 560 980 420 980 1,400

  別表５の部 (2)の款（備考を除く。）を次のように改める。 

 (2) 射場多目的利用使用料 

使用時間

使用区分 

9時～12時 13時～17

時 

9時～17時 18時～21

時 

13時～21

時 

9時～21時 

全面 児童・生徒 円

3,900

円

5,210

円

9,110

円

3,900

円

9,110

円

13,010

一般・学生 7,820 10,430 18,260 7,820 18,250 26,070

3分の

2面 

児童・生徒 2,600 3,470 6,070 2,600 6,070 8,670

一般・学生 5,210 6,950 12,160 5,210 12,160 17,370

2分の

1面 

児童・生徒 1,950 2,600 4,550 1,950 4,550 6,500

一般・学生 3,900 5,210 9,110 3,900 9,110 13,010

3分の

1面 

児童・生徒 1,290 1,730 3,020 1,290 3,020 4,310

一般・学生 2,600 3,470 6,070 2,600 6,070 8,670

  別表５の部 (4)の款（備考を除く。）を次のように改める。 

 (4) テニスコート使用料 

使用時間

使用区分 

9時～12時 13時～17時 9時～17時 

テニスコート1面 児童・生徒 円

970

円 

1,290 

円

2,260

一般・学生 1,950 2,600 4,550

テニスコート2面 児童・生徒 1,940 2,600 4,540
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一般・学生 3,900 5,210 9,110

 （藤枝市葉梨西北活性化施設条例の一部改正） 

第３１条 藤枝市葉梨西北活性化施設条例（平成20年藤枝市条例第16号）の一部を 

 次のように改正する。 

  別表（備考を除く。）を次のように改める。 

 別表（第７条関係） 

利用時間

利用区分 

8時～12時 13時～17時 18時～21時 8時～21時 

加工体験室 3,240円 3,240円 3,240円 8,650円

集会室 2,160円 2,160円 2,160円 4,320円

加工体験室・集会室 4,320円 4,320円 4,320円 10,820円

 （藤枝市朝比奈農村環境改善センター条例の一部改正） 

第３２条 藤枝市朝比奈農村環境改善センター条例（平成20年藤枝市条例第54号） 

 の一部を次のように改正する。 

  別表（備考を除く。）を次のように改める。 

 別表（第７条関係） 

区分 基本使用料 

9時～12

時 

13時～17

時 

9時～17

時 

18時～21

時30分 

13時～21

時30分 

9時～21

時30分 

多目的ホール 円

1,020

円 

1,020 

円

2,060

円

2,060

円 

3,100 

円

4,150

農産加工兼調理実習室 1,440 1,860 3,330 3,330 5,190 6,660

和室研修室 610 820 1,440 1,440 2,280 2,900

農事研修室 610 820 1,440 1,440 2,280 2,900

営農推進室 310 400 710 710 1,140 1,450

朝比奈グラウンド 1,060 1,060 2,130 3,220 4,290 5,360

 （藤枝市朝比奈活性化施設条例の一部改正） 

第３３条 藤枝市朝比奈活性化施設条例（平成20年藤枝市条例第55号）の一部を次 

 のように改正する。 

  別表（備考を除く。）を次のように改める。 
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 別表（第１２条関係） 

使用時間

 

 

使用区分 

基本利用料金 

午前 午後 夜間 全日 

9時から12時ま

で 

1時から5時まで 6時から10時ま

で 

午前9時から午

後10時まで 

体験学習室 2,200円 3,400円 3,730円 9,330円

和室 870円 1,530円 2,410円 4,810円

第1和室 430円 760円 1,200円 2,390円

第2和室 430円 760円 1,200円 2,390円

ふれあい談話室 870円 870円 870円 2,610円

惣菜加工室 1,480円 1,910円 3,410円 6,800円

菓子加工室 1,480円 1,910円 3,410円 6,800円

 （藤枝市都市公園条例の一部改正） 

第３４条 藤枝市都市公園条例（昭和4 0年藤枝市条例第32号）の一部を次のように 

 改正する。 

  別表第２ (1)の部（（注）を除く。）を次のように改める。 

 (1) 藤枝総合運動公園サッカー場 

利用区分 使用料 備考 

午前 午後 昼間 夜間 午後・夜
間 

全日 加算料 

8時から

12時ま

で 

1時から

5時まで 

午前8時

から午

後5時ま

で 

午後6時

から午

後9時ま

で 

午後1時

から午

後9時ま

で 

午前8時

から午

後9時ま

で 

1時間

につき 

入

場

料

等

を

徴

収

し

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

使用

する

場合 

一

般 

円 

11,280 

円

11,280

円

22,560

円

8,460

円

19,740

円

31,020

円

2,820

1 競技会

に使用す

る場合

は、放送

設備及び

競技用器

具の使用

を含む。 

生

徒

・児

童

・幼

児 

8,800 8,800 17,600 6,600 15,400 24,200 2,200
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な

い

場

合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

31,400 31,400 62,800 23,550 54,950 86,350 7,8502 藤枝市

民及び市

内の事業

所等に勤

務する者

並びに市

内の事業

所等以外

の者が使

用する場

合は、当

該使用料

の50％に

相当する

額を加算

する。 

入

場

料

等

を

徴

収

す

る

場

合 

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

使用

する

場合 

一

般 

28,440 28,440 56,880 21,330 49,770 78,210 7,110

生

徒

・児

童

・幼

児 

22,200 22,200 44,400 16,650 38,850 61,050 5,550

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

284,920 284,920 569,840 213,690 498,610 783,530 71,230

会議室1 1,750 1,750 3,500 2,630 4,380 6,130  

会議室2 1,040 1,040 1,860 1,580 2,620 3,660

会議室3 1,040 1,040 1,860 1,580 2,620 3,660

  別表第２ (2)の部アの款及びイの款（（注）を除く。）を次のように改める。 

ア ４月１日から８月31日までの期間に係る使用料 

利用区分 使用料 備考 

午前 午後 昼間 

8時から12時ま

で 

1時から6時ま

で 

午前8時か

ら午後6時

まで 
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入場

料等

を徴

収し

ない

場合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

一般 円

1,780

円

2,230

円

4,010

1 競技会に使

用する場合

は、放送設備

及び競技用器

具の使用を含

む。 

2 藤枝市民及

び市内の事業

所等に勤務す

る者並びに市

内の事業所等

以外の者が使

用する場合

は、当該使用

料の50％に相

当する額を加

算する。 

生徒・児

童・幼児

1,380 1,730 3,110

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

する場合 

4,970 6,210 11,180

入場

料等

を徴

収す

る場

合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

一般 4,500 5,630 10,130

生徒・児

童・幼児

3,510 4,380 7,890

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

する場合 

45,100 56,370 101,470

イ ９月１日から翌年３月３１日までの期間に係る使用料 

利用区分 使用料 備考 

午前 午後 昼間 

8時から12時ま

で 

1時から5時ま

で 

午前8時か

ら午後5時

まで 

入場

料等

を徴

収し

ない

場合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

一般 円

1,780

円

1,780

円

3,560

1 競技会に使

用する場合

は、放送設備

及び競技用器

具の使用を含

む。 

2 藤枝市民及

び市内の事業

所等に勤務す

る者並びに市

生徒・児

童・幼児

1,380 1,380 2,760

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

する場合 

4,970 4,970 9,940

入場

料等

を徴

アマチュ

アスポー

ツに使用

一般 4,500 4,500 9,000

生徒・児

童・幼児

3,510 3,510 7,020
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収す

る場

合 

する場合 内の事業所等

以外の者が使

用する場合

は、当該使用

料の50％に相

当する額を加

算する。 

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

する場合 

45,100 45,100 90,200

  別表第２ (3)の部アの款及びイの款（（注）を除く。）を次のように改める。 

ア ４月１日から８月31日までの期間に係る使用料 

利用区分 使用料 備考 

午前 午後 昼間 

8時から12時ま
で 

1時から6時ま
で 

午前8時か
ら午後6時
まで 

入場

料等

を徴

収し

ない

場合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

一般 円

4,400

円

5,430

円

9,830

1 競技会に使

用する場合

は、放送設備

及び競技用器

具の使用を含

む。 

2 藤枝市民及

び市内の事業

所等に勤務す

る者並びに市

内の事業所等

以外の者が使

用する場合

は、当該使用

料の50％に相

当する額を加

算する。 

生徒・児

童・幼児

3,030 3,760 6,790

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

する場合 

13,200 16,430 29,630

専用で使

用しない

場合（個

人で使用

する場

合） 

一般 1人1回につき

 150 

1人1回につき

 150 

300

生徒・児

童・幼児

1人1回につき

 80 

1人1回につき

 80 

160

入場

料等

を徴

収す

る場

合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

一般 17,600 22,000 39,600

生徒・児

童・幼児

12,250 15,400 27,650

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

する場合 

39,600 49,430 89,030
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イ ９月１日から翌年３月３１日までの期間に係る使用料 

利用区分 使用料 備考 

午前 午後 昼間 

8時から12時ま
で 

1時から5時ま
で 

午前8時か
ら午後5時
まで 

入場

料等

を徴

収し

ない

場合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

一般 円

4,400

円

4,400

円

8,800

1 競技会に使

用する場合

は、放送設備

及び競技用器

具の使用を含

む。 

2 藤枝市民及

び市内の事業

所等に勤務す

る者並びに市

内の事業所等

以外の者が使

用する場合

は、当該使用

料の50％に相

当する額を加

算する。 

生徒・児

童・幼児

3,030 3,030 6,060

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

する場合 

13,200 13,200 26,400

専用で使

用しない

場合（個

人で使用

する場

合） 

一般 1人1回につき

 150 

1人1回につき

 150 

300

生徒・児

童・幼児

1人1回につき

 80 

1人1回につき

 80 

160

入場

料等

を徴

収す

る場

合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

一般 17,600 17,600 35,200

生徒・児

童・幼児

12,250 12,250 24,500

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

する場合 

39,600 39,600 79,200

  別表第２ (4)の部を次のように改める。  

(4) 藤枝総合運動公園グラウンドゴルフ場 

利用区分／時間区分 使用料 

半日 全日 

午前8時から正午まで又

は午後1時から午後5時

まで 

午前8時から午後5時まで 
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専用

利用 

一般 円

20,950

円

41,900

生徒・児童 10,470 20,940

個人

利用 

当日券（1人

半日につき） 

一般 300

生徒・児童 150

回数券（12
枚綴り。1枚
の利用は半
日につき） 

一般 3,130

生徒・児童 1,560

  別表第２ (5)の部アの款を次のように改める。 

  ア 藤枝総合運動公園サッカー場 

区分 単位 使用料 

電

光

表

示 

アマチュアスポーツに使用

する場合 

1時間 円

1,030

アマチュアスポーツ以外に

使用する場合 

1時間 10,050

照

明

設

備 

アマチュアスポーツに使用

する場合 

全灯 1時間 36,030

3／4灯 1時間 27,020

1／2灯 1時間 18,010

アマチュアスポーツ以外に

使用する場合 

1時間 90,080

放送設備 1回 2,200

報道用放送設備 1回 2,200

  別表第２ (5)の部イの款放送設備の項中「2,160」を「2,200」に改め、同款陸上 

 競技用具の項中「5,140」を「5,230」に改め、同款サッカー競技用具の項中「1,020」 

 を「1,030」に改める。 

  別表第２ (6)の部を次のように改める。 

 (6) 蓮華寺池公園野外音楽堂 

 使用時

間区分 

午前9時か

ら午前12時

まで 

午後1時か

ら午後5時

まで 

午後6時か

ら午後9時

まで 

午前9時か

ら午後5時

まで 

午後1時か

ら午後9時

まで 

午前9時から

午後9時まで 

使

用

区

分
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入場料等

を徴収し

ない場合 

円 

3,250 

円

4,330

円

6,500

円

8,670

円

11,920

円

16,250

入場料等

を徴収す

る場合 

9,760 13,010 19,530 26,030 35,810 48,820

放送設備 1回 680円  

  別表第２ (7)の部を次のように改める。 

(7) その他の使用料 

区分 単位 使用料 

1 

行

為

を

す

る

場

合 

(1) 物品の販売、募金その他これらに類す

る営業行為 

1平方メートル1

日 

円

30

(2) 総合運動公園多目

的広場以外の場所で、

競技会、展示会、博覧

会、集会その他これら

に類する行為をする

場合 

面積によるもの 1平方メートル1

日 

20

面積によりがたい

もの 

1回1日以内 1,010

(3) 総合運動公園多目

的広場で、競技会、展

示会、博覧会、集会そ

の他これらに類する

行為をする場合 

人工芝

広場 

午前8時か

ら午前12

時まで 

全面 3,870

午後1時か

ら午後5時

まで 

全面 3,870

午後6時か

ら午後9時

まで 

全面 7,230

午前8時か

ら午後5時

まで 

全面 7,740

午後1時か

ら午後9時

まで 

全面 11,100
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午前8時か

ら午後9時

まで 

全面 14,970

クレー

広場 

午前8時か

ら午前12

時まで 

全面 1,100 

午後1時か

ら午後5時

まで 

全面 1,100

午前8時か

ら午後5時

まで 

全面 2,200

(4) 業としての写真又は映画等の撮影 1台1日 2,390

(5) 有料公園施設内における広告物の掲

出又は表示 

1平方メートル1

日 

1,520

2 

公

園

を

占

用

す

る

場

合 

(1) 電柱、標識その他これらに類するもの1本1年 1,220

(2) ガス管、地下埋設物等 1メートル1月 20

(3) 変圧塔その他これらに類するもの及

び公衆電話室 

1基1年 1,730

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他

これらに類する催しのため設けられる仮

設工作物 

1平方メートル1

月 

20

(5) 興行する場合 1平方メートル1

月 

50

(6) その他の占用物件 1平方メートル1

月 

市長が定める額

3 公園施設を設置する場合 1平方メートル1

月 

〃 

4 公園施設を管理する場合 1月 〃 

備考 

１ 総合運動公園多目的広場を半面使用するときは、それぞれ当該使用料の２

分の１の額とし、１０円未満は切上げとする。 

２ 午前８時から午後６時までの間に人工芝広場の照明設備を使用するときは、
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使用の許可を得た時間１時間につき１，４４０円を加算した使用料を徴収する。 

３ 藤枝市民、市内の事業所等に勤務する者及び市内の事業所等以外のものが、

総合運動公園多目的広場を使用するときは、当該使用料の５０％に相当する額

を加算する。 

  別表第２ (11)の部を次のように改める。 

 (11) おかべ巨石の森公園多目的広場 

利用区分 使用料 

午前 午後 昼間 夜間 午後・夜間 全日 

8時30分か

ら12時まで 

1時から

5時まで 

午前8時30

分から午後

5時まで 

午後6時か

ら午後9時

まで 

午後1時から

午後9時まで 

午前8時30分

から午後9時

まで 

入場料等

を徴収し

ない場合 

円

1,080

円

1,080

円 

2,160 

円

3,280

円 

4,360 

円

5,440

入場料等

を徴収す

る場合 

10,940 10,940 21,880 32,850 43,790 54,730

 

 （藤枝市自転車等駐車場条例の一部改正） 

第３５条 藤枝市自転車等駐車場条例（平成４年藤枝市条例第3 7号）の一部を次の 

 ように改正する。 

  別表（備考を除く。）を次のように改める。 

別表(第５条関係) 

区分 種別 期間 料金(円) 

一般 学生 

自転車 一時利用 １回(１日) 150 150 

定期利用 １月 2,610 2,080 

３月 7,060 5,650 

６月 12,560 10,050 

原動機付自転

車 

一時利用 １回(１日) 200 200 

定期利用 １月 3,130 2,610 

３月 8,480 7,060 

６月 15,080 12,560 
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 （藤枝市下水道条例の一部改正） 

第３６条 藤枝市下水道条例（昭和60年藤枝市条例第1 9号）の一部を次のように改 

 正する。 

  第１６条の表一般汚水の項中「1,080 円」を「1,100 円」に、「118 円 80 銭」を 

 「121 円」に、「129 円 60 銭」を「132 円」に、「151 円 20 銭」を「154 円」に、「1 

 62 円」を「165 円」に、「172 円 80 銭」を「176 円」に改め、同表公衆浴場汚水の 

 項中「64 円 80 銭」を「66 円」に改める。 

 （藤枝市水道事業給水条例の一部改正） 

第３７条 藤枝市水道事業給水条例（平成1 0年藤枝市条例第７号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  第１０条第１項の表を次のように改める。 

口径 新設加入金の額 

13ミリメートル 35,200円  

20ミリメートル 57,200円  

25ミリメートル 107,800円  

30ミリメートル 187,000円  

40ミリメートル 330,000円  

50ミリメートル 517,000円  

75ミリメートル 1,166,000円  

100ミリメートル以上 市長が別に定める額 

別表を次のように改める。 

別表（第２２条関係） 

用途 口径 
基本料金 従量料金 

（１立方メートルにつき） 水量 金額 

一般用 13ミリメー

トル 

10立方メ

ー ト ル ま

で 

1,056円 1 0立 方 メ ー ト ル を 超 え 25立

方メートルまでの分  140円

80銭 

2 5立 方 メ ー ト ル を 超 え 50立

方メートルまでの分  151円

80銭 

50立方メートルを超え100立

20ミリメー

トル 

1,342円 

25ミリメー

トル 

1,562円 
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方メートルまでの分  163円

90銭 

100立方メートルを超える分

 181円50銭 

30ミリメー

トル 

水量なし 1,375円 1立方メートルから25立方メ

ートルまでの分 140円80銭 

2 5立 方 メ ー ト ル を 超 え 50立

方メートルまでの分  151円

80銭 

50立方メートルを超え100立

方メートルまでの分  163円

90銭 

100立方メートルを超える分

 181円50銭 

40ミリメー

トル 

2,376円 

50ミリメー

トル 

5,192円 

75ミリメー

トル 

10,373円 

 

1 0 0 ミ リ メ

ートル 

19,129円 

 

1 2 5 ミ リ メ

ートル 

 

32,164円 

 

1 5 0 ミ リ メ

ートル 

50,391円 

 

浴場営業用  水量なし 各 口 径 料

金 

1立 方 メ ー ト ル か ら 10 0立 方

メートルまでの分 140円 80

銭 

100立方メートルを超える分

 151円80銭 

 （藤枝市簡易水道条例の一部改正） 

第３８条 藤枝市簡易水道条例（平成1 0年藤枝市条例第８号）の一部を次のように 

 改正する。 

  第７条第１項の表を次のように改める。 

口径 新設加入金の額 

20ミリメートルまで 33,000円 

25ミリメートル以上 市長が別に定める額 
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  第９条の表を次のように改める。 

基本料金 
従量料金（１立方メートルにつき） 

水量 金額 

1 0立 方 メ ー ト ル ま

で 
880円 10立方メートルを超える分 99円 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の藤枝市水道事業給水条例第１０条の規定及び藤枝市簡易水道条例第 7 

 条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の新設工事又は 

 増径分岐工事の申込みをする給水装置に係る加入金について適用し、施行日前ま 

 でに新設工事又は増径分岐工事の申込みをした給水装置に係る加入金については、 

 なお従前の例による。 

３ この条例（第１条及び第３５条から第３８条までの規定を除く。）による改正後 

 のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で 

 施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に 

 係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施 

 設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の 

 例による。 

４ 第１条の規定による改正後の藤枝市駐車場条例第４条の規定は、施行日以後に 

 行う駐車場の利用に係る駐車料金について適用し、施行日前に行った駐車場の利 

 用に係る駐車料金については、なお従前の例による。 

５ 第３５条の規定による改正後の藤枝市自転車等駐車場条例別表の規定は、施行 

 日以後に行う駐車場の利用に係る利用料金について適用し、施行日前に行った駐 

 車場の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

６ 第３６条の規定による改正後の藤枝市下水道条例第１６条の規定にかかわらず、 

 施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成３１年１０月３１日 

 までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料（施行日以 

 後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月３１日後である下水道 

 の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける 

 権利が確定される使用料を前回確定日（その直前の使用料の支払を受ける権利が 
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 確定した日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後、初めて使用料の 

 支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日か 

 ら同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分 

 に限る。）については、なお従前の例による。 

７ 第３７条の規定による改正後の藤枝市水道事業給水条例別表の規定及び第３８ 

 条の規定による改正後の藤枝市簡易水道条例第９条の規定にかかわらず、施行日 

 前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成３１年１０月３１日 

 までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金（施行日以後初 

 めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月３１日後である水道の使用に 

 あっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確 

 定される料金を前回確定日（その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日を 

 いう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利 

 が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３１日まで 

 の期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）について 

 は、なお従前の例による。 

８ 前２項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、こ 

 れを１月とする。 
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第２７号議案  

   藤枝市霊きゅう自動車使用条例の一部を改正する条例 

 藤枝市霊きゅう自動車使用条例（昭和50年藤枝市条例第1 7号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条の表死亡者が本市住民であるときの項中「１,５００円」を「２,０００円」

に改め、同表死亡者が本市住民でないときの項中「３，０１０円」を「４，０００

円」に改める。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の規定は、平成３１年１０月１日以後の使用に係る使用 

 料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 
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第２８号議案  

   藤枝市大井川河川敷スポーツ広場グラウンドゴルフ場条例の一部を改正 

   する条例 

 藤枝市大井川河川敷スポーツ広場グラウンドゴルフ場条例（平成2 1年藤枝市条例

第1 8号）の一部を次のように改正する。 

 別表 (1)の部（備考を除く。）を次のように改める。  

 (1) 施設使用料  

時間区分

使用区分 

使用料 

半日 全日 

午前8時から午前12時まで

又は午後1時から午後5時

まで 

午前8時から午後5時まで 

専用使用

（１コー

スにつき）

一般・学生 3,490円 6,980円

生徒・児童 

 

1,740円 3,490円

個人使用 当日券（1人半日に

つき） 

一般・学生 200円

生徒・児童 100円

回数券（12枚つづ

り。1枚の利用は半

日につき） 

一般・学生 2,080円

生徒・児童 1,030円

  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の別表 (1)の部の規定は、平成３１年１０月１日（以下「基

準日」という。）以後の施設の使用に係る使用料で基準日以後に納付するものに

ついて適用し、この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）から平

成３１年９月３０日までの施設の使用に係る使用料で、基準日前又は基準日以後

に納付するものについては、なお従前の例による。 

 （施行日から基準日前までの間に納付する使用料の特例） 

３ 基準日以後の施設の使用に係る使用料で施行日以後基準日前までに納付する

ものについては、次の表の左欄に掲げる改正後の藤枝市大井川河川敷スポーツ広



41 

 

場グラウンドゴルフ場条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

別表(1)専用使用 

（１コースにつき）の款 

3,490 円 3,420 円  

6,980 円 6,850 円  

1,740 円 1,710 円  

3,490 円 3,420 円  
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第２９号議案  

   藤枝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条   

   例の一部を改正する条例 

 藤枝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

26年藤枝市条例第3 4号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第３項第４号を次のように改める。 

(4) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第４条に規定する免許状を有する 

 者 

第１２条第３項第５号中「卒業した者」の次に「（当該学科又は当該課程を修め

て同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）」を加え、同項

に次の１号を加える。 

(10) ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認め 

 たもの 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第３０号議案  

藤枝市営バスの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

藤枝市営バスの設置及び管理に関する条例（平成19年藤枝市条例第8号）の一部を

次のように改正する。 

第４条第２項第４号を次のように改める。 

⑷ 回数券使用料 規則で定める回数券により利用する場合の使用料 

第４条第２項第５号を削り、同条第４項及び第５項を削り、同条第６項中「、ふ

れあい乗車券使用料及びゆらく線」を「及び」に、「、ふれあい乗車券又はゆらく

線」を「又は」に改め、同項を同条第４項とし、同条第７項を同条第５項とする。 

別表第１中「、ふれあい乗車券使用料及びゆらく線」を「及び」に、 

「 

8,640円  

（ 6,000円）  

3,700円  

（ 2,590円）  

 

24,620円  

（ 17,220円）  

10,550円  

（ 7,380円）  
 

46,650円  

（ 32,650円）  

19,990円  

（ 13,980円）  

 

                           」を 

「 

8,800円  

（ 6,000円）  

3,760円  

（ 2,630円）  

 

25,070円  

（ 17,530円）  

10,740円  

（ 7,510円）  
 

47,510円  

（ 33,250円）  

20,360円  

（ 14,230円）  

 

                           」に改める。  

   附  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定（「、ふれ 

 あい乗車券使用料及びゆらく線」を「及び」に改める部分を除く。）は、平成３ 

 １年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ 改正後の別表第１の規定（「、ふれあい乗車券使用料及びゆらく線」を「及び」 

 に改める部分を除く。）は、平成３１年１０月１日以後に購入する定期乗車券に 

 係る使用料について適用し、同日前に購入した定期乗車券に係る使用料について 

 は、なお従前の例による。 
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第３１号議案  

   藤枝市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における再生可能エネルギー発電設備の設置について必

要な事項を定め、もって魅力ある景観、豊かな自然環境及び安全で安心な生活環

境の保全と、地球温暖化対策の推進に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 本市における美しい景観、緑と水に恵まれた自然環境及び安全で安心な生

活環境は、先人が築き上げてきたかけがえのない財産であることに鑑み、その恩

恵を将来にわたって守り、育み、さらに継承していくことができるよう、その保

全及び活用が図られなければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 再生可能エネルギー源 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法（平成2 3年法律第108号）第２条第４項の太陽光、風力及び

バイオマスをいう。 

(2) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換する設

備及びその附属施設をいう。 

(3) 事業 再生可能エネルギー発電設備を設置し、発電を行うことをいう。 

(4) 事業者 事業を行う者をいう。 

(5) 事業区域 事業を行う一団の土地（継続的又は一体的に事業を行う土地を含

む。）をいう。 

(6) 関係住民等 次に掲げる者をいう。 

ア 事業区域の周辺地域に居住する者 

イ 事業区域の周辺地域に存する地方自治法（昭和2 2年法律第6 7号）第２６０

条の２第１項の地縁による団体その他これに類する団体 

ウ ア及びイに掲げる者のほか、再生可能エネルギー発電設備設置に関し事業

区域の周辺地域の生活環境の保全についての利害関係を有する者 

(7) 土地所有者等 事業区域の土地の所有者、占有者及び管理者をいう。 

（適用事業） 

第４条 この条例を適用する事業は、次のいずれかに該当するものとする。 
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(1) 事業区域の面積が１，０００平方メートル以上の事業 

(2) 再生可能エネルギー発電設備の高さが１５メートルを超える事業 

２ 前項の規定にかかわらず、建築物の屋根又は屋上に再生可能エネルギー発電設

備を設置するものについては、この条例は適用しない。 

（市の責務） 

第５条 市は、第１条に規定する目的を達成するため、第２条に規定する基本理念

にのっとり、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講ずるもの

とする。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、第１条に規定する目的を達成するため、第２条に規定する基本理

念にのっとり、この条例に定める手続の実施に協力するよう努めるものとする。 

（土地所有者等の責務） 

第７条 土地所有者等は、事業により、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害、 

 生活環境への被害等が発生することのないよう、当該土地を適正に管理しなけれ 

 ばならない。 

（事業者の責務） 

第８条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、本市の景観、自然環境及び生

活環境に十分配慮するとともに、関係住民等及び土地所有者等（以下「関係者等」

という｡)に対して事業に係る計画の内容、維持管理の方法等について十分説明し、

関係者等と良好な関係を保持するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、事業を継続している間又は終了する場合において発生した不要な設

備について、関係法令に基づき適正に処理又は再利用を行うとともに、土地所有

者等と連携して事業終了後における事業区域の有効利用に努めるものとする。 

３ 事業者は、関係者等から事業に関する苦情等があった場合は、関係者等の理解

が得られるよう、誠実に対応するよう努めるものとする。 

４ 事業者は、地域の一員として、地域への理解を深め、地域への積極的な参加及

び地域の発展に寄与する施策を実施し、地域貢献に努めるものとする。 

（抑制区域） 

第９条 市長は、次に掲げる区域のうち特に必要があると認めるものを、事業を抑

制する区域（以下「抑制区域」という。）として指定することができる。 

 (1) 豊かな自然環境、優良な農地及び良好な森林環境が保たれ、地域における貴 

  重な資源として認められる区域 
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(2) 本市を象徴する優れた景観として良好な状態が保たれている区域 

(3) 歴史的又は郷土的な特色を有している区域 

(4) 土砂災害その他自然災害による被害の危険性が高い区域 

(5) 良好な住宅環境が保たれている区域 

２ 前項の抑制区域は、規則で定める。 

（事業の届出） 

第１０条 事業者は、事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより事業

に着手しようとする６０日前までに必要な事項を届け出て市長の同意を得なけれ

ばならない。 

２ 事業者は、前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、速やか

にその変更に係る内容を届け出て、市長の同意を得なければならない。 

（事業計画の周知） 

第１１条 事業者は、事業を行おうとするときは、その旨の広告、事業計画書の縦

覧及び説明会の開催等を通じて関係住民等に周知を図らなければならない。 

（意見書及び見解書の提出） 

第１２条 関係住民等は、規則で定めるところにより、事業計画書に対する環境保

全上の見地からの意見書を、事業者が第１０条の規定による届出を行った日から

起算して１４日以内に市長を経由して事業者に提出することができる。 

２ 事業者は、前項の意見書に対する見解書を、意見書の提出日から起算して７日

以内に市長に提出し、並びに広告及び縦覧しなければならない。 

（再意見書及び修正見解書の提出） 

第１３条 関係住民等は、規則で定めるところにより、前条第２項の見解書に対す

る環境保全上の見地からの再意見書を、事業者が見解書を縦覧した日から起算し

て７日以内に市長を経由して事業者に提出することができる。 

２ 事業者は、前項の再意見書に対する再見解書を、再意見書の提出日から起算し

て７日以内に市長に提出し、並びに広告及び縦覧しなければならない。 

（同意） 

第１４条 市長は、事業者の手続が適切であって、事業計画が生活環境の保全上支

障がないと認めるときは、事業について同意するものとする。 

２ 市長は、事業計画について生活環境の保全上支障が生じるおそれがあると認め

るときは、事業者に対し、その旨を通知するとともに、事業計画の変更を求める

ものとする。 
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３ 市長は、必要に応じて生活環境の保全について藤枝市環境審議会の意見を聴く

ことができる。 

（同意の制限） 

第１５条 市長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に存する場合は、事業に

ついて同意しないものとする。ただし、関係住民等との手続が適切に行われた事

業であって、市長がこの条例の目的に照らして支障がないと認めるものについて

は、この限りでない。 

（維持管理及び報告） 

第１６条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の適切な維持管理を行うととも

に、自然災害、人為的災害その他の非常事態により、事業区域及びその周辺に被

害が生じた場合は直ちに適切な対策を講ずるとともに、市長に報告しなければな

らない。 

２ 市長は、前項に規定する場合のほか、事業区域の周辺地域の生活環境に影響を

及ぼすおそれがあると認めるときは、再生可能エネルギー発電設備の維持管理状

況について、事業者に対し適宜報告を求めることができる。 

（事業の廃止） 

第１７条 事業者は、事業を廃止する場合は、規則で定めるところにより、市長に

その旨を届け出るとともに、事業により設置した設備を関係法令に基づき適正に

処分しなければならない。 

２ 事業者は、事業により設置した設備の撤去が完了した場合は、規則に定めると

ころにより、市長に届け出なければならない。 

（立入調査） 

第１８条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告書

の提出を求め、又は職員を事業区域に立ち入らせて調査を行うことができる。 

（指導、助言及び勧告） 

第１９条 市長は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、事業者に対し必

要な措置を講ずるよう指導、助言及び勧告を行うことができる。 

 (1) 第１０条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は市長の同

意を得ずに事業に着手したとき。 

(2) 第１６条の規定による報告をせず、又は報告をしてもなお、適切な対策を講

じなかったとき。 

 (3) 第１７条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は再生可能 
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  エネルギー発電設備の適正な処分を行わなかったとき。 

(4) 正当な理由なく立入調査を拒否したとき。 

 (5) 前各号に定めるもののほか、第１条に規定する目的を達成するため、市長が 

  必要と認めるとき。 

（公表） 

第２０条 市長は、前条の勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない

ときは、事業者の名称及び所在地並びに当該勧告内容を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定により公表を行うときは、あらかじめ事業者に対してその

理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

（国及び県への報告） 

第２１条 市長は、前条の規定による公表を行った場合は、当該公表内容及び公表

の事実を国及び県へ報告するものとする。 

（規則への委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成３１年７月１日（次項において「施行日」という。）から施行

し、同日以後に着手する事業について適用する。ただし、次項の規定は公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ 第１４条第１項の規定による同意を得ようとする者は、施行日前においても、

第１０条の規定の例により、必要な行為をすることができる。 
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第３２号議案  

   藤枝市職員定数条例の一部を改正する条例 

 藤枝市職員定数条例（昭和29年藤枝市条例第5号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「８９０人」を「９４０人」に改め、同号イ中「８５０人」を「 

９００人」に改める。 

   附  則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第３３号議案  

藤枝市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

藤枝市病院事業の設置等に関する条例（昭和47年藤枝市条例第6号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条第２項第４号中「神経内科」を「脳神経内科」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第３４号議案  

   静岡地方税滞納整理機構規約の変更について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２９１条の３第１項本文の規定により、静

岡地方税滞納整理機構規約を変更することを関係地方公共団体の協議により定める

ことについて、同法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求める。 
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静岡地方税滞納整理機構規約の一部を変更する規約 

静岡地方税滞納整理機構規約（平成20年総行市第 1 号）の一部を次のように変更

する。 

第４条第４号中「及び自動車取得税」を削り、「第４４２条第２号」を「第４４２

条第５号」に、「同条第４号」を「同条第７号」に改める。 

附 則 

この規約は、平成３１年１０月１日から施行する。 
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第３５号議案  

   藤枝市・岡部町合併基本計画の変更について 

 藤枝市・岡部町合併基本計画を別紙のとおり変更することについて、市町村の合

併の特例に関する法律（平成16年法律第59号）第６条第６項の規定に基づき、議会

の議決を求める。 
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第３６号議案  

   市有財産（土地）の取得について（高田） 

 次の財産を取得することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第９６

条第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 土 地 の 所 在 藤枝市高田字森屋８１番１ 他 

２ 地 目 田 他 

３ 地 積 １０２，３３６．６２㎡ 

４ 取 得 の 方 法 売買契約 

５ 取 得 価 格 ３，３５３，０１９，０００円 

６ 契約の相手方 静岡市葵区追手町９番６号 

         静岡県公営企業管理者 

         企業局長 梅藤 久人 
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第３７号議案  

   市有財産（土地）の処分について（高田） 

 次の財産を売払いにより処分することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号）第９６条第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 土 地 の 所 在 藤枝市高田字森屋８１番１ 他 

２ 地 目 宅地  

３ 地 積 ８４，０５３㎡ 

４ 売 払 の 方 法 売買契約 

５ 売 払 価 格 ３，３０５，３８４，２２５円 

６ 契約の相手方 (１)静岡市清水区入船町１１番１号 

           エスエスケイフーズ株式会社 

           代表取締役社長 下山田英一 

         (２)藤枝市上当間６７４番地 

           トヨタ部品静岡共販株式会社 

           代表取締役 籔内行雄 

         (３)藤枝市岡部町岡部２２０９番地の１８ 

           美光産業株式会社 

           代表取締役 杉山貴久 

         (４)藤枝市八幡５２１番地の８ 

           山喜本舗有限会社 

           代表取締役 磯部義金 

         (５)藤枝市八幡２０８番地の１ 

           ダン化学株式会社 

           代表取締役 大石亮太 

         (６)焼津市藤守１４２５番地 

           永和工業株式会社 

           代表取締役 反町常一 
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第３８号議案  

   市道路線の廃止について 

 道路法（昭和2 7年法律第180号）第１０条第 1 項の規定により、市道の路線を次の

とおり廃止する。 

路線番号 路  線  名 区       間 

５０２０１  ５地区２０１号線 
高田森屋１１４番５地先 

高田穴田９２２番１地先 

５０２０２  ５地区２０２号線 
高田森屋８８番地先 

高田杉下９１２番８地先 

５０２８９  ５地区２８９号線 
西方岩出５５０番４地先 

西方下桑原６１番８地先 

５０４４４ ５地区４４４号線 
高田９４７－１地先 

高田９７１－９地先 

５０４４５ ５地区４４５号線 
高田１０３０－２地先 

高田１６６地先 

５０４４６ ５地区４４６号線 
高田１５９地先 

高田１５５－１地先 

５０４４８ ５地区４４８号線 
高田１０３６－１地先 

高田１０３３－１地先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

                              第３９号議案  

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和2 7年法律第180号）第８条第 1 項の規定により、市道の路線を次のと

おり認定する。 

路線番号 路  線  名 区       間  

２０３６６ ２地区３６６号線 
小石川町３丁目８９５番１地先 

小石川町３丁目８９５番４３地先 

２０３６７ ２地区３６７号線 
小石川町３丁目９０５番１地先 

小石川町３丁目９０６番１地先 

２０３６８ ２地区３６８号線 
高柳１丁目４４７番１地先 

高柳１丁目４４８番１０地先 

４０４２９ ４地区４２９号線 
瀬戸新屋１１４番１５地先 

瀬戸新屋１１３番１５地先 

５０２０１ ５地区２０１号線 
高田１２１番１地先 

高田１１８番地先 

５０２０２ ５地区２０２号線 
高田１６５番１地先 

高田９１２番８地先 

５０２８９ ５地区２８９号線 
西方５５０番４地先 

北方１４番１地先 

５０４８２ ５地区４８２号線 
高田１３９番３地先 

高田１８８番２地先 

５０４８３ ５地区４８３号線 
高田１７９番地先 

高田９２２番１地先 

６０５９４ ６地区５９４号線 
時ケ谷９９８番２地先 

時ケ谷９０３番２地先 

６０５９５ ６地区５９５号線 
時ケ谷９９０番５地先 

時ケ谷９９０番２９地先 

６０５９６ ６地区５９６号線 
時ケ谷９９０番２６地先 

時ケ谷９９０番４４地先 

６０５９７ ６地区５９７号線 
助宗１８２８番１地先 

助宗１８３０番７地先 

 



  平 成 ３ １ 年 ２ 月 藤 枝 市 議 会 定 例 会   

議案提案理由書（第２４号議案～第３９号議案） 

 

 

第 ２ ４ 号 議 案  

 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ き

本 市 職 員 を 公 益 的 法 人 等 に 派 遣 す る こ と に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る た

め 、 本 条 例 を 制 定 す る も の で あ り ま す 。  

 

第 ２ ５ 号 議 案  

 学 校 教 育 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 い 、 学 校 教 育 法 を 引 用 し

て い る 条 文 の 字 句 等 の 整 理 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

第 ２ ６ 号 議 案  

 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 税 率 の 引 上 げ に 伴 い 、 藤 枝 市 駐 車 場 条 例 ほ か

３ ７ の 条 例 に 規 定 す る 使 用 料 等 の 金 額 に つ い て 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の

で あ り ま す 。  

 

第 ２ ７ 号 議 案  

 霊 き ゅ う 自 動 車 の 老 朽 化 に よ り 、 車 両 の 更 新 を 行 う こ と に 伴 い 、 使 用

料 の 金 額 に つ い て 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

第 ２ ８ 号 議 案  

 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 税 率 の 引 上 げ に 伴 う 使 用 料 の 金 額 の 改 正 に 加

え 、 グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ 場 の 使 用 に つ い て ３ コ ー ス １ 面 ご と か ら １ コ ー ス

ご と の 専 用 使 用 を 可 能 と す る 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

第 ２ ９ 号 議 案  

 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 が 改 正 さ れ る こ

と に 伴 い 、 放 課 後 児 童 支 援 員 と な る 者 の 基 礎 資 格 に つ い て 改 正 を 行 う も

の で あ り ま す 。  



 

第 ３ ０ 号 議 案  

 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 税 率 の 引 上 げ に 伴 う 使 用 料 の 改 正 に 加 え 、 藤

枝 市 営 バ ス で 使 用 で き る 回 数 券 の 名 称 、 範 囲 等 の 定 め を 規 則 に 委 任 す る

た め 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

第 ３ １ 号 議 案  

 本 市 の 美 し い 景 観 、 豊 か な 自 然 環 境 及 び 市 民 の 安 全 ・ 安 心 な 生 活 環 境

の 保 全 を 図 る こ と を 目 的 に 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 設 置 に つ い

て 必 要 な 事 項 を 定 め る た め 、 本 条 例 を 制 定 す る も の で あ り ま す 。  

 

第 ３ ２ 号 議 案  

 藤 枝 市 立 総 合 病 院 の 診 療 体 制 を 充 実 さ せ る こ と を 目 的 に 、 病 院 職 員 の

定 数 を 増 や す た め 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

第 ３ ３ 号 議 案  

 一 般 社 団 法 人 日 本 神 経 学 会 に お い て 、 標 榜 診 療 科 名 が 「 神 経 内 科 」 か

ら 「 脳 神 経 内 科 」 に 変 更 さ れ た こ と に 伴 い 、 藤 枝 市 立 総 合 病 院 の 診 療 科

目 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

第 ３ ４ 号 議 案  

 地 方 税 法 の 改 正 に 伴 い 、 静 岡 地 方 税 滞 納 整 理 機 構 の 規 約 の 変 更 に つ い

て 、 地 方 自 治 法 第 ２ ９ １ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 静 岡 県 及 び 静 岡 市 ほ

か ３ ４ 市 町 と 協 議 す る た め 、 同 法 第 ２ ９ １ 条 の １ １ の 規 定 に よ り 議 会 の

議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

第 ３ ５ 号 議 案  

 東 日 本 大 震 災 に 伴 う 合 併 市 町 村 に 係 る 地 方 債 の 特 例 に 関 す る 法 律 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 い 、 引 き 続 き 、 合 併 推 進 債 を 活 用 し 、 本 市

の 一 体 性 の 確 立 や 均 衡 あ る 発 展 に 寄 与 す る 事 業 等 に 取 り 組 む た め 、 藤 枝

市 ・ 岡 部 町 合 併 基 本 計 画 を 変 更 す る こ と に つ い て 、 議 会 の 議 決 を 求 め る

も の で あ り ま す 。  



 

第 ３ ６ 号 議 案  

 静 岡 県 が 所 有 す る 県 有 地 に つ い て 、 高 田 地 区 工 業 団 地 と し て 、 総 地 積

１ ０ 万 ２ ， ３ ３ ６ ． ６ ２ 平 方 メ ー ト ル を 取 得 す る た め 、 静 岡 県 と 売 買 契

約 を 締 結 す る も の で あ り ま す 。  

 

第 ３ ７ 号 議 案  

 静 岡 県 か ら 取 得 す る 高 田 地 区 工 業 団 地 に つ い て 、 公 共 施 設 を 除 く 総 地

積 ８ 万 ４ ， ０ ５ ３ 平 方 メ ー ト ル を 売 却 す る た め 、 エ ス エ ス ケ イ フ ー ズ 株

式 会 社 ほ か ５ 社 と 売 買 契 約 を 締 結 す る も の で あ り ま す 。  

 

第 ３ ８ 号 議 案  

 高 田 地 区 工 業 団 地 の 造 成 な ど に 伴 う 市 道 の 再 編 成 に よ り 、 路 線 を 廃 止

す る も の で あ り ま す 。  

 

第 ３ ９ 号 議 案  

 高 田 地 区 工 業 団 地 の 造 成 な ど に 伴 う 市 道 の 再 編 成 に よ り 、 路 線 を 認 定

す る も の で あ り ま す 。  




